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証券コード　6134
平成30年６月６日

株 主 各 位
愛 知 県 知 立 市 山 町 茶 碓 山 1 9 番 地

代表取締役社長 曽我　信之
第72期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、当社第72期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知

申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数な

がら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示
いただき、平成30年６月27日（水曜日）午後６時までに到着するようご返送くださいますようお願
い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 平成30年６月28日（木曜日）午前10時（受付開始：午前９時）
２．場 所 愛知県知立市山町茶碓山19番地　当社本店（７階大ホール）

（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください）
３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第72期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）事業報告、連結計算
書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第72期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）計算書類報告の件
決 議 事 項

第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役９名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件

以　上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあ
げます。

なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネッ
ト上の当社ウェブサイト（アドレス　http://www.fuji.co.jp/）に掲載させていただきます。
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

（平成29年 4 月 1 日から
平成30年 3 月31日まで）

１．企業集団の現況
⑴　当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
当連結会計年度におけるわが国経済は、景気回復基調が続き、設備投資は堅調に推移しまし

た。世界経済は、欧州では緩やかな景気回復が持続し、北米では企業収益の改善を背景に設備
投資は回復傾向が続きました。中国でも景気は持ち直し、製造業の設備投資は堅調に推移しま
した。

このような環境のなかで、当グループは、『お客様に感動を！』のコーポレートスローガン
のもと、変革にチャレンジし、世界有数のロボットメーカーとして独創性の高い製品開発に取
り組むとともに、スピード経営を推進し、価格競争力の高い製品のタイムリーな市場投入に努
めてまいりました。また、グループ会社間の連携及び代理店網の拡充による国内外の販売・サ
ービス体制の強化やソリューション営業の推進により顧客満足度の向上に努めるとともに、サ
プライチェーンの強化や生産改革による徹底したＱＣＤ（品質・コスト・納期）の追求に取り
組み、収益性の向上を目指してまいりました。

以上の結果、当連結会計年度における受注高は1,235億３千９百万円（前期比31.4％増）と
なりました。売上高は1,200億３千２百万円となり、前連結会計年度と比べて336億３千５百
万円（38.9％）増加いたしました。売上の増加に伴い、営業利益は228億２千７百万円と前連
結会計年度に比べて130億３千２百万円（133.1％）増加し、経常利益は235億３千８百万円と
前連結会計年度に比べて133億３千７百万円（130.7％）増加いたしました。また、特別利益
として投資有価証券売却益の発生等により、親会社株主に帰属する当期純利益は前連結会計年
度と比べて104億６千８百万円（148.4％）増加し、175億２千３百万円となりました。

なお、当社は、第71期定時株主総会の決議事項に基づき、平成30年４月１日をもちまして、
富士機械製造株式会社から株式会社ＦＵＪＩへ社名変更いたしました。

事業別の状況は次のとおりであります。

ロボットソリューション事業におきましては、世界経済の堅調さを背景に、通信機器関連に
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加え、サーバー、車載機器、モジュール部品等の分野での継続的な設備投資があり、主力製品
のＮＸＴⅢを中心に電子部品実装ロボットが大幅に売上を伸ばし、主要市場である中国を中心
に売上が拡大しました。この結果、受注高は1,057億３千３百万円（前期比30.6％増）となり
ました。売上高は1,040億２百万円となり、前連結会計年度と比べて298億９千７百万円
（40.3％）増加しました。また、売上台数の拡大等により、営業利益は251億８千４百万円と
なり、前連結会計年度と比べて106億３千８百万円（73.1％）増加しました。

工作機械事業におきましては、国内外における自動車関連設備投資が堅調に推移し、また、
中国市場における販売体制も整ったことにより、北米、国内及び中国を中心に売上が拡大しま
した。この結果、受注高は153億８千８百万円（前期比30.7％増）となりました。売上高は137
億９千８百万円となり、前連結会計年度と比べて28億１百万円（25.5％）増加し、販売価格の
改善等により、営業利益は10億１千７百万円（前期：営業損失７億１千２百万円）となりまし
た。

その他の事業であります制御機器製造、電子機器製造、画像処理開発等につきましては、受
注高は24億１千７百万円（前期比91.0％増）、売上高は22億３千１百万円（前期比72.3％増）、
営業損益は２億３千６百万円の損失（前期：営業損失４億７千２百万円）となりました。

事 業 区 別 売 上 高 受 注 高

ロボットソリューション事業 104,002百万円 105,733百万円

工 作 機 械 事 業 13,798 15,388

そ の 他 の 事 業 2,231 2,417

（注）　平成30年４月１日より、工作機械事業の名称をマシンツール事業に変更しております。

②　設備投資の状況
当連結会計年度中において実施いたしました企業集団の設備投資の総額は67億６千５百万

円となりました。
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③　資金調達の状況
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引金融機関と総額120億円の特定融資

枠契約を締結しております。

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

⑥　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
該当事項はありません。

⑵　直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分 第 69 期
(平成27年３月期)

第 70 期
(平成28年３月期)

第 71 期
(平成29年３月期)

第 72 期
(当連結会計年度)
(平成30年３月期)

売 上 高(百万円) 85,265 86,642 86,397 120,032

経 常 利 益(百万円) 13,026 11,991 10,200 23,538

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益(百万円) 8,629 7,237 7,054 17,523

１株当たり当期純利益 (円) 88.27 74.13 76.19 195.04

総 資 産(百万円) 153,890 156,958 158,406 185,762

純 資 産(百万円) 135,044 132,069 130,947 151,412

１株当たり純資産額 (円) 1,379.19 1,372.18 1,461.63 1,655.29

－ 4 －

事業の状況、直前３事業年度の財産及び損益の状況



⑶　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況

該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主 要 な 事 業 内 容

株 式 会 社 ア ド テ ッ ク 富 士 45百万円 100％ 当社製品の機械組立・改造修
理

株 式 会 社 エ デ ッ ク リ ン セ イ シ ス テ ム 40百万円 100 当社製品（電子部品実装ロボ
ット）関連ユニットの製造

フ ジ 　 ア メ リ カ 　 コ ー ポ レ イ シ ョ ン 1,000千米ドル 100 当社製品（電子部品実装ロボ
ット）の販売

フ ジ  マ シ ン  ア メ リ カ  コ ー ポ レ イ シ ョ ン 1,000千米ドル 100
(100)※ 当社製品（工作機械）の販売

フ ジ 　 マ シ ン 　 マ ニ ュ フ ァ ク チ ュ ア
リ ン グ （ ヨ ー ロ ッ パ ） ゲ ー エ ム ベ ー ハ ー 1,022千ユーロ 100 当社製品（電子部品実装ロボ

ット）の販売

タワーファクトリー　ゲーエムベーハー 32千ユーロ 100 電子部品実装ロボット周辺装
置の製造・販売

富 社 （ 上 海 ） 商 貿 有 限 公 司 12,737千元 100
当社製品（電子部品実装ロボ
ット）のメンテナンス・アフ
ターサービス

昆 山 之 富 士 機 械 製 造 有 限 公 司 161,035千元 100 当社製品の製造・販売

フ ジ 　 ド 　 ブ ラ ジ ル 　 マ キ ナ ス
イ ン ダ ス ト リ ア イ ス 　 リ ミ タ ー ダ 6,052千伯レアル 60 当社製品（電子部品実装ロボ

ット）の販売

（注）１．当社の出資比率の括弧内は間接所有であり、※はフジ　アメリカ　コーポレイションが所有しており
ます。

２．フジ　マシン　マニュファクチュアリング（ヨーロッパ）ゲーエムベーハーは、平成30年４月１日付
でフジ　ヨーロッパ　コーポレイション　ゲーエムベーハーに社名を変更しております。

－ 5 －

重要な親会社及び子会社の状況



招
集
ご
通
知

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

⑷　対処すべき課題
当グループを取り巻く環境は、世界経済につきましては、米国の保護主義的な政策による影響

等が懸念され先行きの不透明感が残りますが、全体として緩やかな回復が続く見通しです。
当グループは、高付加価値製品の継続的な市場投入、開発スピードの向上、熾烈化する価格競

争への対応を事業上の対処すべき課題として位置付けております。特に製品の高付加価値化につ
きましては、お客様の課題解決に繋がる新しい提案が課題であります。

このような状況下におきまして、スピード経営の推進に努め、強みであるロボット技術を核に
して、市場ニーズに対応し、かつ価格競争力の高い製品開発を推し進め、お客様に感動を与えら
れる製品の提供に邁進します。

また、グループ会社間のものづくりの連携を強化し、他社を凌駕する品質及びサービスを追求
するとともに、コスト削減を図り、収益性の向上に努めてまいります。

さらに、グループ一体で変革にチャレンジし、組織力の向上、構造改革を推進し、企業体質の
強化に取り組むとともに、コンプライアンスの徹底や社会貢献活動への積極的な参画等、広く社
会の信頼におこたえし、企業価値の持続的向上に努めてまいります。

株主の皆様におかれましては、引き続き変わらぬご支援とご指導を賜りますようお願い申しあ
げます。

⑸　主要な事業内容（平成30年３月31日現在）

事 業 内 容 主 要 製 品

ロボットソリューション事業 電子部品実装ロボット

工 作 機 械 事 業 自動旋盤、マシニングセンタ、専用機

そ の 他 の 事 業 制御機器、電子機器、画像処理開発

（注）　平成30年４月１日より、工作機械事業の名称をマシンツール事業に変更しております。
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⑹　主要な営業所及び工場（平成30年３月31日現在）

当 社
本　　社：愛知県知立市　本社工場：愛知県知立市
東京支店：東京都港区　　岡崎工場：愛知県岡崎市
大阪支店：大阪府吹田市　藤岡工場：愛知県豊田市

株 式 会 社 ア ド テ ッ ク 富 士 本　　社：愛知県岡崎市
株 式 会 社 エ デ ッ ク リ ン セ イ シ ス テ ム 本　　社：愛知県豊橋市
フ ジ 　 ア メ リ カ 　 コ ー ポ レ イ シ ョ ン 本　　社：米国イリノイ州バーノンヒル
フジ　マシン　アメリカ　コーポレイション 本　　社：米国イリノイ州バーノンヒル
フジ　マシン　マニュファクチュアリング（ヨーロッパ）ゲーエムベーハー 本　　社：独国ケルスターバッハ
タ ワ ー フ ァ ク ト リ ー 　 ゲ ー エ ム ベ ー ハ ー 本　　社：独国フリートベルク
富 社 （ 上 海 ） 商 貿 有 限 公 司 本　　社：中国上海
昆 山 之 富 士 機 械 製 造 有 限 公 司 本　　社：中国昆山
フジ ド ブラジル マキナス インダストリアイス リミターダ 本　　社：ブラジル国サンパウロ州サンパウロ

（注）　藤岡工場は、平成30年４月１日付で豊田工場に名称を変更しております。

⑺　使用人の状況（平成30年３月31日現在）
①　企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減
2,229名 +112名

（注）　使用人数は就業員数であります。

②　当社の使用人の状況
使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

1,652名 +45名 41.6歳 16.8年
（注）　使用人数は就業員数であります。

⑻　主要な借入先の状況（平成30年３月31日現在）
該当事項はありません。

⑼　その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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２．会社の現況
⑴　株式の状況（平成30年３月31日現在）

①　発行可能株式総数 390,000,000株

②　発行済株式の総数 97,823,748株

③　株主数 11,366名

④　大株主（上位10名）
株　主　名 持株数 持株比率

千株 ％
大 同 生 命 保 険 株 式 会 社 6,684 7.3

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 4,341 4.7

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 3,668 4.0

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 3,235 3.5

富 士 取 引 先 持 株 会 2,900 3.1

有 限 会 社 サ カ ガ ミ 2,400 2.6

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) 2,305 2.5

株 式 会 社 名 古 屋 銀 行 1,554 1.7

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社 1,483 1.6
S T A T E  S T R E E T  B A N K  A N D
T R U S T  C O M P A N Y  5 0 5 0 0 1 1,226 1.3

（注）１．当社所有の自己株式（6,477,857株）については、上記上位10名の株主から除外しております。
２．持株数は千株未満を切り捨て、持株比率は自己株式を控除して計算しております。
３．株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行は、平成30年４月１日付で株式会社三菱ＵＦＪ銀行に社名を変更してお

ります。
４．富士取引先持株会は、平成30年４月１日付でＦＵＪＩ取引先持株会に名称を変更しております。
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⑵　新株予約権等の状況
①　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予

約権の状況
該当事項はありません。

②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

③　その他新株予約権等の状況（平成30年３月31日現在）
平成28年３月９日開催の取締役会決議に基づき発行した「2021年満期ユーロ円建取得条項
付転換社債型新株予約権付社債」に付された新株予約権の概要

名称
（発行日）

新株予約権
の数

目的となる株式
の種類及び数

新株予約権
の行使価額

新株予約権の
権利行使期間

2021年満期ユーロ円建
取得条項付転換社債型

新株予約権付社債
（平成28年３月25日）

722個 当社普通株式
4,924,965株 1,466円

平成28年４月８日から
平成33年３月11日まで

（行使請求受付場所現地時間）

（注）１．本社債の額面金額合計額1,000万円につき新株予約権は１個であります。
２．本新株予約権の一部行使はできないものとし、その行使により当社が当社普通株式を交付する数は、

行使請求に係る本社債の額面金額の総額を転換価額1,466円で除した数といたします。但し、行使に
より生じる１株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行いません。

３．本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の
価額は、その額面金額と同額といたします。
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⑶　会社役員の状況
①　取締役及び監査役の状況（平成30年３月31日現在）

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 曽 我 信 之

取 締 役
専 務 執 行 役 員 須 原 信 介 ロボットソリューション事業本部本部長

昆山之富士機械製造有限公司　董事長

取 締 役
常 務 執 行 役 員 児 玉 誠 吾 開発センター長

株式会社アドテック富士　代表取締役社長

取 締 役
常 務 執 行 役 員 河 合 孝 昌 工作機械事業本部本部長

藤岡工場工場長

取 締 役
執 行 役 員 巽 　 光 司 経理部部長

取 締 役
執 行 役 員 江 崎 　 一 工作機械事業本部副本部長

取 締 役 松 井 信 行 リンナイ株式会社社外取締役
愛知時計電機株式会社社外取締役

取 締 役 川 合 伸 子 川合伸子法律事務所代表者
イビデン株式会社社外取締役

常 勤 監 査 役 坂 上 晋 作

監 査 役 松 田 茂 樹
松田公認会計士事務所代表者
税理士法人あいき代表者
ローランドディー.ジー.株式会社社外監査役

監 査 役 山 　 下 　 佳 代 子 山下公認会計士事務所代表者
株式会社ソトー社外監査役

（注）１．取締役松井信行及び川合伸子の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役松田茂樹及び山下佳代子の両氏は、社外監査役であります。
３．監査役松田茂樹及び山下佳代子の両氏は、公認会計士の資格を持ち、財務及び会計に関する相当程度

の知見を有しております。
４．当社は、取締役松井信行及び川合伸子の両氏、監査役松田茂樹及び山下佳代子の両氏を東京証券取引

所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。
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②　取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分 員 数 報 酬 等 の 総 額

取 締 役
（ う 　 ち 　 社 　 外 　 取 　 締 　 役 ）

8名
(2)

299百万円
(16)

監 査 役
（ う 　 ち 　 社 　 外 　 監 　 査 　 役 ）

3
(2)

39
(15)

合 計
（ う 　 ち 　 社 　 外 　 役 　 員 ）

11
(4)

339
(31)

（注）１．使用人兼務取締役の使用人分給与相当額はありません。
２．取締役の報酬限度額は、平成20年６月27日開催の第62期定時株主総会において年額450百万円以内と

決議いただいております。
３．監査役の報酬限度額は、平成18年６月29日開催の第60期定時株主総会において年額60百万円以内と

決議いただいております。

③　社外役員に関する事項
イ．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役川合伸子氏は、川合伸子法律事務所の代表者を兼務しております。なお、当社は川合伸子法律
事務所との間には特別の関係はありません。

・監査役松田茂樹氏は、松田公認会計士事務所及び税理士法人あいきの代表者を兼務しております。な
お、当社は松田公認会計士事務所及び税理士法人あいきとの間には特別の関係はありません。

・監査役山下佳代子氏は、山下公認会計士事務所の代表者を兼務しております。なお、当社は山下公認
会計士事務所との間には特別の関係はありません。

ロ．他の法人等の社外役員等として重要な兼任の状況及び当社と当該他の法人等との関係
・取締役松井信行氏は、平成26年６月にリンナイ株式会社の社外取締役に、平成27年６月に愛知時計

電機株式会社の社外取締役にそれぞれ就任しております。当社とリンナイ株式会社及び愛知時計電
機株式会社との間には特別の関係はありません。

・取締役川合伸子氏は、平成29年６月にイビデン株式会社の社外取締役に就任しております。当社と
イビデン株式会社との間には特別の関係はありません。

・監査役松田茂樹氏は、平成27年６月にローランドディー.ジー.株式会社の社外監査役に就任しており
ます。当社とローランドディー.ジー.株式会社との間には特別の関係はありません。

・監査役山下佳代子氏は、平成27年６月に株式会社ソトーの社外監査役に就任しております。当社と
株式会社ソトーとの間には特別の関係はありません。
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ハ．当事業年度における主な活動状況
活動状況

取締役　　松　　井　　信　　行 当事業年度に開催された取締役会14回のうち14回に出席いたしました。
主に元大学教授・学長の経験に基づき、助言・提言を行っております。

取締役　　川　　合　　伸　　子 当事業年度に開催された取締役会14回のうち14回に出席いたしました。
主に弁護士としての専門的見地から、助言・提言を行っております。

監査役　　松　　田　　茂　　樹 当事業年度に開催された取締役会14回のうち14回に、監査役会15回のう
ち15回に出席いたしました。主に公認会計士としての専門的見地から、適
宜必要な発言を行っております。

監査役　　山　　下　　佳　代　子 当事業年度に開催された取締役会14回のうち14回に、監査役会15回のう
ち15回に出席いたしました。主に公認会計士としての専門的見地から、適
宜必要な発言を行っております。

ニ．責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役ならびに各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条
第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度
額は、いずれも法令が定める額としております。
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⑷　会計監査人の状況
①　名称　　　　　　　　　　有限責任あずさ監査法人

②　報酬等の額

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 49百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額 49

（注）１．当社の子会社のうち、フジ　マシン　マニュファクチュアリング（ヨーロッパ）ゲーエムベーハー、
富社（上海）商貿有限公司、昆山之富士機械製造有限公司及びフジ　ド　ブラジル　マキナス　イン
ダストリアイス　リミターダは当社の会計監査人以外の監査法人の法定監査を受けております。

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

３．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が
適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判
断をいたしました。

③　会計監査人の解任又は不再任の決定方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合

は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、

監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監
査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を
報告いたします。

④　責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。
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⑸　業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他

会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容は以下のとおりであります。
①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

イ．業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、コンプライアンスの確保、資産の保全という
統制目的を達成するため、企業行動憲章を定め、取締役は自ら率先垂範して、使用人への
周知徹底を図る。

ロ．コンプライアンスの全社的な統括推進組織として、代表取締役社長を最高責任者とした「リ
スク・コンプライアンス委員会」を設置する。

ハ．財務報告に係る内部統制の構築、整備、運用、評価を統括することを目的に、代表取締役
社長を最高責任者とする「内部統制会議」を設置する。

ニ．監査部は、各部門の業務の執行状況が法令、定款及び社内諸規程に基づき、適正かつ合理
的に実施されていることを監査し、その結果を代表取締役社長に報告する。

ホ．取締役及び使用人の職務の執行に係るコンプライアンス違反について通報窓口を設ける。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役の職務の執行に係る情報は「文書管理規程」に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、
保存するとともに、取締役及び監査役が常時、閲覧可能な状態に管理する。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ．「リスク・コンプライアンス委員会」を設置し、各部門におけるリスク管理体制の整備を

支援し、全社的な視点から部門横断的なリスク管理体制の整備を推進する。
ロ．各部門は「リスク管理基本規程」に基づき、経営活動の遂行を阻害するリスクを組織的・

体系的に整理したうえで、それらの発生予防と発生時の損害を最小限にする。
ハ．監査部は、各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役社長に報告する。
ニ．企業の社会的責任に係る環境及び安全衛生等のリスクについては、「環境管理委員会」、

「安全衛生委員会」等を設置して、リスク管理に努める。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ．経営の意思決定機能と業務の執行機能を分離し、経営のスピード化と責任の明確化を図る

ため、執行役員制度を導入して、執行役員は代表取締役社長から権限委譲を受け、業務の
執行責任を果たす。
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ロ．取締役の職務の執行については、組織、職務権限及び業務分掌に関する規程等により、役
割・責任の範囲及び職務の執行手続を定める。

ハ．業務の執行に当たっては、年度の「経営方針」、「年間（中間）利益計画」を策定し、経
営目標を明確にするとともに、各部門は達成管理を行う。

⑤　当企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ．子会社を含めた経営業務執行会議を定期的に開催し、子会社の経営及び業務が適正に行わ

れていることを確認する。
ロ．監査部は、子会社の業務の執行が適正に行われ、子会社を含めたコンプライアンス体制及

びリスク管理体制が適正に運営されていることを監査し、その結果を代表取締役社長に報
告する。

⑥　監査役の職務の補助をすべき使用人及び当該使用人の独立性に関する事項
イ．監査役の職務を補助すべき使用人は設定しない。ただし、監査役の要求があれば、その都

度、代表取締役社長は監査部スタッフを対応させる。
ロ．監査役を補助する使用人は取締役の指揮命令に服さないものとし、その人事異動・考課に

ついては、監査役の同意を得る。

⑦　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及び
監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

イ．取締役及び使用人は、監査役の要求に応じて会社の業務の執行状況を監査役に報告する。
また取締役は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、監
査役会に報告する。

ロ．監査役は代表取締役社長と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題等について意見交換を
行う。

ハ．監査役は会計監査人と定例的な報告会、往査の立会、口頭又は文書による情報交換のほか、
常に緊密な連携・協調を保ち、積極的に意見や情報の交換を行い、それぞれの監査で得ら
れた内容を相互に共有することにより、監査業務の品質の向上に努め、効果的な改善を図
る。

ニ．取締役及び使用人はコンプライアンス違反に係る通報を監査役に速やかに報告する。
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業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
毎月開催する経営会議、事業本部別に開催している事業本部会議等の会議体や社内教育等を通

じて、企業理念の浸透やコンプライアンスへの理解の向上を図る取り組みを行っております。ま
た、法令違反等の早期発見と未然防止を主な目的として内部通報体制の整備や、監査役及び監査
部による監査によってコンプライアンスの水準を向上させるよう努めております。

リスク管理に関する取り組みを強化するため、全社横断的な組織としてリスク・コンプライア
ンス委員会を設置しております。代表取締役社長を最高責任者とし、委員を各事業本部、部門の
担当役員等から選出して、所管業務に関するリスク管理を徹底するため、年に１回重点リスクを
洗い出し、その評価、対応方針を策定し、必要に応じコンプライアンス教育を実施しております。
また、委員会は、その概要を取締役会または経営会議に報告しております。

監査役の監査が実効的に行われることを確保するために、毎月監査役会を開催している他、監
査部や会計監査人との情報交換や代表取締役社長との定期会合を行っております。

⑹　剰余金の配当等の決定に関する方針
当社の利益配分に関する基本方針といたしましては、将来の事業展開に伴う資金需要に配慮し

つつ、株主の皆様への継続的な利益還元を経営の最重要政策のひとつとして位置づけ、安定配当
の維持に努めてまいります。

また内部留保金は、工場増築等のさらなる成長・拡大のための積極的な投資に役立てるととも
に、市場ニーズに応える製品開発ならびに設備合理化投資等、事業体質の改善・強化に充当する
所存であります。

なお、当期の期末配当金につきましては、利益配分に関する基本方針を踏まえ、１株につき20
円にいたしたいと存じます。これにより、中間配当金20円を含めました当期の年間配当金は、１
株につき40円を予定しております。

備考
この事業報告に記載の金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成30年 3 月31日現在）

（単位：百万円）
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形 及 び 売 掛 金
有 価 証 券
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
工 具 器 具 及 び 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
そ の 他

127,332
57,767
28,919
4,438
7,063

15,153
6,128
3,352
4,540
△32

58,430
18,944
9,039
3,699

953
4,050
1,202
6,330
6,303

26
33,154
32,572

138
443

流 動 負 債 22,139
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 6,535
未 払 法 人 税 等 5,188
未 払 費 用 4,521
製 品 保 証 引 当 金 1,109
そ の 他 4,785

固 定 負 債 12,210
社 債 7,241
繰 延 税 金 負 債 4,180
退 職 給 付 に 係 る 負 債 766
そ の 他 22

負 債 合 計 34,349
純 資 産 の 部

株 主 資 本 138,207
資 本 金 5,878
資 本 剰 余 金 5,924
利 益 剰 余 金 134,183
自 己 株 式 △7,779

その他の包括利益累計額 12,995
その他有価証券評価差額金 11,688
為 替 換 算 調 整 勘 定 1,343

退職給付に係る調整累計額 △35
非 支 配 株 主 持 分 208
純 資 産 合 計 151,412

資 産 合 計 185,762 負 債 純 資 産 合 計 185,762
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連 結 損 益 計 算 書

（平成29年 4 月 1 日から
平成30年 3 月31日まで）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 120,032
売 上 原 価 70,219

売 上 総 利 益 49,813
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 26,985

営 業 利 益 22,827
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 592
雑 収 入 183 775

営 業 外 費 用
支 払 利 息 △6
雑 支 出 71 64
経 常 利 益 23,538

特 別 利 益
固 定 資 産 処 分 益 77
投 資 有 価 証 券 売 却 益 1,370 1,448

特 別 損 失
固 定 資 産 処 分 損 446
訴 訟 和 解 金 391 838

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 24,148
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 6,844
法 人 税 等 調 整 額 △235
当 期 純 利 益 17,538
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 15
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 17,523
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連結株主資本等変動計算書

（平成29年 4 月 1 日から
平成30年 3 月31日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計
当連結会計年度期首残高 5,878 5,413 119,790 △10,054 121,028
当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △3,130 △3,130
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 17,523 17,523

自 己 株 式 の 取 得 △2 △2
自 己 株 式 の 処 分 511 2,277 2,788
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当連結会計年度変動額(純額)

当連結会計年度変動額合計 － 511 14,392 2,274 17,179
当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 5,878 5,924 134,183 △7,779 138,207

その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純資産合計そ の 他

有 価 証 券
評価差額金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退 職 給 付
に 係 る 調
整 累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当連結会計年度期首残高 7,739 1,892 83 9,715 203 130,947
当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △3,130
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 17,523

自 己 株 式 の 取 得 △2
自 己 株 式 の 処 分 2,788
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当連結会計年度変動額(純額) 3,948 △549 △118 3,280 5 3,285

当連結会計年度変動額合計 3,948 △549 △118 3,280 5 20,465
当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 11,688 1,343 △35 12,995 208 151,412
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連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

⑴　連結の範囲に関する事項
連結子会社の状況
・連結子会社の数　　　　　　　　9社
・連結子会社の名称　　　　　　　株式会社アドテック富士

株式会社エデックリンセイシステム
フジ　アメリカ　コーポレイション
フジ　マシン　アメリカ　コーポレイション
フジ　マシン　マニュファクチュアリング（ヨーロッパ）ゲーエムベーハー
タワーファクトリー　ゲーエムベーハー
富社（上海）商貿有限公司
昆山之富士機械製造有限公司
フジ　ド　ブラジル　マキナス　インダストリアイス　リミターダ
なお、フジ　マシン　マニュファクチュアリング（ヨーロッパ）ゲーエムベ
ーハーは、平成30年４月１日付でフジ　ヨーロッパ　コーポレイション　
ゲーエムベーハーに社名を変更しております。

⑵　持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。

⑶　連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、富社（上海）商貿有限公司、昆山之富士機械製造有限公司ならびにフジ　ド　ブラジ

ル　マキナス　インダストリアイス　リミターダの決算日は12月31日であります。連結計算書類の作成に
あたり、フジ　ド　ブラジル　マキナス　インダストリアイス　リミターダについては、同日現在の計算書
類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。富社
（上海）商貿有限公司、昆山之富士機械製造有限公司については、連結決算日現在で実施した仮決算に基づ
く計算書類を使用しております。その他の連結子会社の決算日は、連結会計年度の末日と一致しております。

当連結会計年度よりタワーファクトリー　ゲーエムベーハーは、決算日を12月31日から３月31日へ変更
いたしました。なお、同社は従来から連結会計年度末において仮決算を行っているため、当該決算期の変更
による影響はありません。
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⑷　会計方針に関する事項
①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券
満期保有目的の債券　　　　　　償却原価法（定額法）
その他有価証券
・時価のあるもの　　　　　　　連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
・時価のないもの　　　　　　　移動平均法による原価法

ロ．たな卸資産
・商品及び製品・仕掛品　　　　主として個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法

により算定）
・原材料及び貯蔵品　　　　　　主として移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの

方法により算定）
②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産　　　　　　　　主として定率法
ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）ならびに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築
物については定額法

ロ．無形固定資産
・市場販売用ソフトウエア　　　見込有効期間による定額法
・自社利用ソフトウエア　　　　見込利用可能期間による定額法
・その他の無形固定資産　　　　定額法

③　重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金　　　　　　　　　連結会計年度末に有する債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい
ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ．製品保証引当金　　　　　　　製品の保証期間に発生する当グループの瑕疵による費用の支出に備え
るため、過去の実績額を基礎として経験率を算定し、これを売上高に
乗じた額を計上しております。
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④　その他連結計算書類の作成のための重要な事項
イ．退職給付に係る負債の計上

基準
退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計
年度末における見込額に基づき、退職給付債務から年金資産を控除し
た額を計上しております。
数理計算上の差異については、発生の翌連結会計年度に一括費用処理
しております。
未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部
におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上
しております。
なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年
度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によって
おります。

ロ．消費税等の会計処理　　　　　税抜方式を採用しております。

２．表示方法の変更に関する注記
（連結損益計算書）

前連結会計年度まで「特別利益」の「その他」に含めて表示しておりました「投資有価証券売却益」は、
金額的重要性が増したため、当連結会計年度より、区分掲記しております。

なお、前連結会計年度の「投資有価証券売却益」は0百万円であります。

３．連結貸借対照表に関する注記
有形固定資産の減価償却累計額 31,489百万円
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４．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 97,823千株 －千株 －千株 97,823千株

⑵　自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 8,372千株 1千株 1,896千株 6,477千株

（注）１．株式数の増加1千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
２．株式数の減少1,896千株は、転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による減少であり

ます。

⑶　剰余金の配当に関する事項
①　配当金支払額等

決 議 株 式 の 種 類 配当金の総額
(百万円)

１ 株 当 た り
配 当 額 ( 円 ) 基 準 日 効 力 発 生 日

平成29年６月29日
定 時 株 主 総 会 普通株式 1,341 15.00 平成29年３月31日平成29年６月30日

平成29年11月９日
取 締 役 会 普通株式 1,789 20.00 平成29年９月30日平成29年12月８日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決 議 予 定 株式の種類 配当金の総額
(百万円) 配当の原資 １株当たり

配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

平成30年６月28日
定 時 株 主 総 会 普通株式 1,826 利益剰余金 20.00 平成30年３月31日平成30年６月29日
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５．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

当グループは、資金運用については預金及び満期保有目的債券等に限定し、資金調達については銀行等金
融機関からの借入等による方針であります。

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。ま
た、有価証券及び投資有価証券は主に満期保有目的の債券及び株式であり、定期的に時価の把握を行ってお
ります。

借入金及び社債の使途は事業計画に基づく資金調達であり、長期借入金の金利変動リスクに対して、金利
スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施することとしております。なお、デリバティブ取引は内部
管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。

⑵　金融商品の時価等に関する事項
平成30年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について

は、次のとおりであります。
（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額 時価 差額

⑴　現金及び預金 57,767 57,767 －

⑵　受取手形及び売掛金 28,919 28,919 －

⑶　有価証券及び投資有価証券

満期保有目的の債券 8,000 7,990 △9

その他有価証券 28,931 28,931 －

⑷　支払手形及び買掛金 6,535 6,535 －

⑸　社債 7,241 10,378 3,137

(注１)　金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
⑴　現金及び預金、ならびに⑵受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。

⑶　有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関から提示された価
格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額によっております。
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⑷　支払手形及び買掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。

⑸　社債
社債の時価について、市場価格を基に算定する方法によっております。

(注２)　非上場株式（連結貸借対照表計上額79百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フロー
を見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「⑶　有価証券及
び投資有価証券　その他有価証券」には含めておりません。

６．１株当たり情報に関する注記
⑴　１株当たり純資産額 1,655円29銭
⑵　１株当たり当期純利益 195円04銭

７．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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貸　借　対　照　表
（平成30年 3 月31日現在）

（単位：百万円）
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
有 価 証 券
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
繰 延 税 金 資 産
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 輌 及 び 運 搬 具
工 具 器 具 及 び 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
関 係 会 社 出 資 金
そ の 他

100,726
40,296

777
28,373
4,000
1,631

14,184
5,056
1,791
4,616

55,354
14,274
5,511

585
3,243

13
659

3,087
1,172
6,086
6,066

20
34,993
31,465
1,115

4
1,745

661

流 動 負 債 17,622
買 掛 金 5,678
未 払 金 348
未 払 法 人 税 等 4,785
未 払 費 用 3,191
製 品 保 証 引 当 金 982
そ の 他 2,637

固 定 負 債 12,078
社 債 7,241
繰 延 税 金 負 債 4,143
退 職 給 付 引 当 金 669
そ の 他 24

負 債 合 計 29,701
純 資 産 の 部

株 主 資 本 114,943
資 本 金 5,878
資 本 剰 余 金 5,924

資 本 準 備 金 5,413
そ の 他 資 本 剰 余 金 511

利 益 剰 余 金 110,919
利 益 準 備 金 1,450
そ の 他 利 益 剰 余 金 109,469

別 途 積 立 金 54,900
繰 越 利 益 剰 余 金 54,569

自 己 株 式 △7,779
評 価 ・ 換 算 差 額 等 11,436

その他有価証券評価差額金 11,436
純 資 産 合 計 126,379

資 産 合 計 156,081 負 債 純 資 産 合 計 156,081

－ 26 －
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損　益　計　算　書

（平成29年 4 月 1 日から
平成30年 3 月31日まで）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 109,154
売 上 原 価 67,735

売 上 総 利 益 41,419
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 21,236

営 業 利 益 20,182
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 501
雑 収 入 146 648

営 業 外 費 用
支 払 利 息 △9
雑 支 出 245 236
経 常 利 益 20,594

特 別 利 益
固 定 資 産 処 分 益 38
投 資 有 価 証 券 売 却 益 1,369 1,407

特 別 損 失
固 定 資 産 処 分 損 330
関 係 会 社 出 資 金 評 価 損 92
訴 訟 和 解 金 194 617

税 引 前 当 期 純 利 益 21,385
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 5,860
法 人 税 等 調 整 額 △176
当 期 純 利 益 15,701

－ 27 －
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株主資本等変動計算書

（平成29年 4 月 1 日から
平成30年 3 月31日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計資本準備金 その他

資本剰余金
資本剰余金
合 計 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計別 途

積 立 金
繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 5,878 5,413 － 5,413 1,450 54,900 41,997 98,347 △10,054 99,585

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △3,130 △3,130 △3,130

当 期 純 利 益 15,701 15,701 15,701

自 己 株 式 の 取 得 △2 △2

自 己 株 式 の 処 分 511 511 2,277 2,788
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 (純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － 511 511 － － 12,571 12,571 2,274 15,357

当 期 末 残 高 5,878 5,413 511 5,924 1,450 54,900 54,569 110,919 △7,779 114,943

評価・換算差額等
純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 7,572 7,572 107,158

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △3,130

当 期 純 利 益 15,701

自 己 株 式 の 取 得 △2

自 己 株 式 の 処 分 2,788
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 3,863 3,863 3,863

当 期 変 動 額 合 計 3,863 3,863 19,220

当 期 末 残 高 11,436 11,436 126,379

－ 28 －
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項

⑴　資産の評価基準及び評価方法
①　子会社株式及び関連会社株式　　　　移動平均法による原価法
②　満期保有目的の債券　　　　　　　　償却原価法（定額法）
③　その他有価証券

・時価のあるもの　　　　　　　　　　事業年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資
産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

・時価のないもの　　　　　　　　　　移動平均法による原価法
④　たな卸資産

・商品及び製品・仕掛品　　　　　　　個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法によ
り算定）

・原材料及び貯蔵品　　　　　　　　　移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法
により算定）

⑵　固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産　　　　　　　　　　　定率法

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を
除く）ならびに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及
び構築物については定額法

②　無形固定資産
・市場販売用ソフトウエア　　　　　　見込有効期間による定額法
・自社利用ソフトウエア　　　　　　　見込利用可能期間による定額法
・その他の無形固定資産　　　　　　　定額法

⑶　引当金の計上基準
①　貸倒引当金　　　　　　　　　　　　事業年度末に有する債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して
おります。

②　製品保証引当金　　　　　　　　　　製品の保証期間に発生する当社の瑕疵による費用の支出に備える
ため、過去の実績額を基礎として経験率を算定し、これを売上高
に乗じた額を計上しております。

③　退職給付引当金　　　　　　　　　　従業員の退職給付に備えるため、事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。数理計算上
の差異については、発生の翌事業年度に一括費用処理しておりま
す。

－ 29 －
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⑷　その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
①　退職給付に係る会計処理　　　　　　退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連

結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
②　消費税等の会計処理　　　　　　　　税抜方式を採用しております。

２．表示方法の変更に関する注記
（損益計算書）

前事業年度まで「特別利益」の「その他」に含めて表示しておりました「投資有価証券売却益」は、金額
的重要性が増したため、当事業年度より、区分掲記しております。

なお、前事業年度の「投資有価証券売却益」は0百万円であります。

３．貸借対照表に関する注記
⑴　有形固定資産の減価償却累計額 28,033百万円
⑵　関係会社に対する金銭債権・債務

短期金銭債権 6,311百万円
長期金銭債権 531百万円
短期金銭債務 1,083百万円
長期金銭債務 9百万円

４．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

売上高 23,134百万円
仕入高 621百万円
その他の営業費用 12,197百万円
営業取引以外の取引高 120百万円

－ 30 －
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５．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 8,372千株 1千株 1,896千株 6,477千株

（注）１．株式数の増加1千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
２．株式数の減少1,896千株は、転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による減少であり

ます。

６．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
未払費用 741百万円
投資有価証券評価損 529百万円
関係会社出資金評価損 507百万円
たな卸資産評価損 474百万円
製品保証引当金 300百万円
未払事業税 273百万円
減損損失 207百万円
退職給付引当金 204百万円
その他 56百万円
繰延税金資産小計 3,295百万円
評価性引当額 △1,278百万円
繰延税金資産合計 2,016百万円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金 △4,368百万円
繰延税金負債合計 △4,368百万円
繰延税金資産(負債)の純額 △2,352百万円

－ 31 －
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７．関連当事者との取引に関する注記
子会社等

種 類 会 社 等 の
名 称

議 決 権 等 の 所 有
（被所有）割合

関連当事者
と の 関 係 取 引 内 容 取 引 金 額

(百 万 円 ) 科 目 期 末 残 高
(百 万 円 )

子会社 フ ジ 　 ア メ リ カ
コーポレイション

所有
直接100％

当社製品の
販売

電子部品
実装ロボット
の販売

（注）１
10,260 売掛金 1,938

子会社

フ ジ 　 マ シ ン
マニュファクチュア
リング（ﾖｰﾛｯﾊﾟ）
ゲ ー エ ム ベ ー ハ ー

（注）２

所有
直接100％

当社製品の
販売

電子部品
実装ロボット
の販売

（注）１
8,879 売掛金 2,456

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．価格その他の取引条件は、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。

２．フジ　マシン　マニュファクチュアリング（ヨーロッパ）ゲーエムベーハーは、平成30年４月１日付でフ
ジ　ヨーロッパ　コーポレイション　ゲーエムベーハーに社名を変更しております。

８．１株当たり情報に関する注記
⑴　１株当たり純資産額 1,383円53銭
⑵　１株当たり当期純利益 174円76銭

９．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

－ 32 －
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連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

平成30年５月10日
株式会社ＦＵＪＩ

取締役会　御中
有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 松 本 千 佳 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 齋 藤 英 喜 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ＦＵＪＩ（旧社名　富士機械製造株式会
社）の平成29年４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的
な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算
書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及び
その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討
することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社ＦＵＪＩ（旧社名　富士機械製造株式会社）及び連結子会社からなる企業集団の当該連結
計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

平成30年５月10日
株式会社ＦＵＪＩ

取締役会　御中
有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 松 本 千 佳 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 齋 藤 英 喜 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ＦＵＪＩ（旧社名　富士機械製造
株式会社）の平成29年４月１日から平成30年３月31日までの第72期事業年度の計算書類、すなわち、貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びそ

の附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運
用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細

書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の
基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施すること
を求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手
続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要
な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告
監　査　報　告　書

当監査役会は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第72期事業年度の取締役の職務の執行に関して、
各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、監査役全員の一致した意見として本監査報告書を作成し、以
下のとおり報告いたします。

１． 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受ける

ほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部

監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法
で監査を実施しました。
①取締役会、経営業務執行会議その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につい

て報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及
び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情
報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他
株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則
第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されて
いる体制(内部統制システム)について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報
告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監
査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から
「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を
「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受
け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損
益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２． 監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関す

る事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
⑶　連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成30年５月10日
株 式 会 社 Ｆ Ｕ Ｊ Ｉ 　 監 査 役 会

常 勤 監 査 役 坂 上 晋 作 ㊞
社 外 監 査 役 松 田 茂 樹 ㊞
社 外 監 査 役 山 　 下 　 佳 代 子 ㊞

以　上
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第１号議案　剰余金処分の件
当社の利益配分に関する基本方針といたしましては、将来の事業展開に伴う資金需要に配慮しつ

つ、株主の皆様への継続的な利益還元を経営の最重要政策のひとつとして位置づけ、安定配当の維
持に努めてまいります。また内部留保金は、工場増築等のさらなる成長・拡大のための積極的な投
資に役立てるとともに、市場ニーズに応える製品開発ならびに設備合理化投資等、事業体質の改善・
強化に充当する所存であります。

第72期の期末配当につきましては、利益配分に関する基本方針を踏まえ、以下のとおりといたし
たいと存じます。

期末配当に関する事項
①　配当財産の種類
　　金銭といたします。
②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　　当社普通株式１株につき金20円といたしたいと存じます。
　　なお、この場合の配当総額は1,826,917,820円となります。
　　この結果、中間配当金20円を含めました当期の年間配当金は、１株につき40円となります。
③　剰余金の配当が効力を生じる日
　　平成30年６月29日（金曜日）といたしたいと存じます。

－ 36 －
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第２号議案　取締役９名選任の件
現在の取締役８名全員は本定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、

経営体制の強化を図るため取締役１名を増員することとし、社外取締役２名を含む取締役９名の選
任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番　号

ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（ 生 年 月 日 ）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る 当 社
の 株 式 数

１

そ
曽

が
我

のぶ
信

ゆき
之

(昭和27年２月26日生)

昭和50年４月 当社入社

23,751株

平成９年４月 当社経営企画室室長
平成18年４月 当社ハイテック事業本部事業企画室室長
平成19年６月 当社取締役　執行役員
平成20年６月 当社取締役　常務執行役員
平成21年６月 当社代表取締役社長　現在に至る

（取締役候補者とした理由）
候補者は、平成21年から代表取締役社長として経営の監督と重要事項の決定を適切に行い、事業の拡
大にも貢献してまいりました。また、現在中期経営計画を策定、推進し、企業価値の向上にも取り組
んでおり、引き続き取締役候補といたしました。

２

す
須

はら
原

しん
信

すけ
介

(昭和32年10月３日生)

昭和56年４月 当社入社

4,260株

平成16年４月 当社精機事業本部第一開発部部長
平成20年６月 当社執行役員　ハイテック事業本部副本

部長、第一技術統括部部長
平成22年６月 当社取締役　執行役員
平成24年６月 当社取締役　常務執行役員
平成25年６月 当社取締役　常務執行役員　ハイテック

事業本部本部長
平成27年６月 当社取締役　専務執行役員　ハイテック

事業本部（現　ロボットソリューション事
業本部）本部長　現在に至る

　[重要な兼職の状況]
昆山之富士機械製造有限公司　董事長

（取締役候補者とした理由）
候補者は、開発部部長、技術統括部部長、ロボットソリューション事業本部本部長等を歴任し、設計・
開発における豊富な業務経験を有しております。候補者がその経歴を通じて培った経験と見識が当社
の経営に活かせるものと判断し、引き続き取締役候補といたしました。
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候補者
番　号

ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（ 生 年 月 日 ）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る 当 社
の 株 式 数

３

こ
児

だま
玉

せい
誠

ご
吾

(昭和29年３月12日生)

昭和54年４月 当社入社

10,260株

平成16年４月 当社精機事業本部ソフト開発部部長
平成20年６月 当社執行役員　技術開発センター（現　開

発センター）長
平成24年６月 当社取締役　執行役員
平成27年６月 当社取締役　常務執行役員　開発センタ

ー長　現在に至る
　[重要な兼職の状況]

株式会社アドテック富士　代表取締役社長
（取締役候補者とした理由）
候補者は、ソフト開発部部長、開発センター長等を歴任し、設計・開発における豊富な業務経験を有
しております。候補者がその経歴を通じて培った経験と見識が当社の経営に活かせるものと判断し、
引き続き取締役候補といたしました。

４

かわ
河

い
合

たか
孝

よし
昌

(昭和29年７月14日生)

昭和53年４月 当社入社

9,460株

平成16年４月 当社精機事業本部制御技術開発部部長
平成20年６月 当社執行役員　ハイテック事業本部副本

部長、第二技術統括部部長
平成22年５月 株式会社エデックリンセイシステム代表

取締役社長
平成25年６月 当社取締役　執行役員
平成27年６月 当社取締役　常務執行役員　工作機械事

業本部（現　マシンツール事業本部）本部
長、藤岡工場（現　豊田工場）工場長　現
在に至る

（取締役候補者とした理由）
候補者は、制御技術開発部部長、子会社の代表取締役社長、工作機械事業本部（現　マシンツール事
業本部）本部長等を歴任し、設計・開発における豊富な業務経験を有しております。候補者がその経
歴を通じて培った経験と見識が当社の経営に活かせるものと判断し、引き続き取締役候補といたしま
した。
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候補者
番　号

ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（ 生 年 月 日 ）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る 当 社
の 株 式 数

５

たつみ
巽

 
　

みつ
光

じ
司

(昭和33年４月12日生)

昭和

平成
平成
平成

57

21
22
24

年

年
年
年

４

12
４
７

月

月
月
月

大日本スクリーン製造株式会社（現　株式
会社SCREENホールディングス）入社
当社入社
当社管理本部経理部部長
当社執行役員　経理部部長

8,891株

平成26年６月 当社取締役　執行役員　経理部部長　現
在に至る

（取締役候補者とした理由）
候補者は、経理部部長等を歴任し、その豊富な業務経験を基に財務・経理部門の統括者として経営に
携わっております。候補者がその経歴を通じて培った経験と見識、特に経理に関する専門知識が当社
の経営に活かせるものと判断し、引き続き取締役候補といたしました。

６

え
江

ざき
崎

 
　

はじめ
一

(昭和32年10月５日生)

昭和55年４月 日綿實業株式会社（現　双日株式会社）入
社

1,630株

平成15年11月 当社入社
平成19年４月 当社ハイテック事業本部第二海外営業部

部長
平成23年６月 当社執行役員　経営企画室室長
平成26年３月 当社執行役員　市場戦略部部長
平成27年６月 当社取締役　執行役員　市場戦略部部長
平成30年１月 当社取締役　執行役員　工作機械事業本

部（現　マシンツール事業本部）副本部長
現在に至る

　[重要な兼職の状況]
フジ　マシン　アメリカ　コーポレイション　会長

（取締役候補者とした理由）
候補者は、海外営業部部長、経営企画室室長、市場戦略部部長等を歴任し、営業・広報における豊富
な業務経験を有しております。候補者がその経歴を通じて培った経験と見識が当社の経営に活かせる
ものと判断し、引き続き取締役候補といたしました。
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候補者
番　号

ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（ 生 年 月 日 ）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る 当 社
の 株 式 数

７

すぎ
杉

うら
浦

まさ
昌

あき
明

(昭和36年８月10日生)

新　任

昭和61年４月 当社入社

1,086株

平成５年４月 当社欧州駐在員事務所所長
平成16年４月 フジ　マシン　マニュファクチュアリン

グ（ヨーロッパ）ゲーエムベーハー社長
平成23年４月 当社ハイテック事業本部第三営業部部長
平成27年４月 当社執行役員　ハイテック事業本部（現　

ロボットソリューション事業本部）第一営
業部部長　現在に至る

　[重要な兼職の状況]
富社（上海）商貿有限公司　董事長

（取締役候補者とした理由）
候補者は、子会社の社長、営業部部長等を歴任し、営業における豊富な業務経験を有しております。
候補者がその経歴を通じて培った経験と見識が当社の経営に活かせるものと判断し、取締役候補とい
たしました。

８

かわ
川

い
合

のぶ
伸

こ
子

(昭和36年12月５日生)

社 外 取 締 役
独 立 役 員

平成４年４月 弁護士登録
西村眞田法律事務所入所

630株

平成10年４月 川合伸子法律事務所設立（代表者）　現在
に至る

平成14年 4 月 公益財団法人交通事故紛争処理センター
嘱託　現在に至る

平成21年４月 愛知県弁護士会副会長
平成21年10月 春日井市公平委員会委員長　現在に至る
平成24年４月 国立大学法人名古屋大学大学院法学研究

科教授
平成27年６月 当社社外取締役　現在に至る

　[重要な兼職の状況]
イビデン株式会社　社外取締役

（社外取締役候補者とした理由）
候補者は、弁護士としての専門知識・経験等を活かし、当社の経営事項の決定及び業務執行の監督等
に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、引き続き社外取締役候補といたしました。

－ 40 －

取締役選任議案



候補者
番　号

ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（ 生 年 月 日 ）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る 当 社
の 株 式 数

９

さ
佐

さ
々

き
木  

げん
元

(昭和26年９月17日生)

新任・社外取締役
独 立 役 員

昭和50年４月 株式会社ビジネスコンサルタント入社

－株

昭和56年５月 社団法人中部産業連盟入職
平成12年４月 名城大学大学院経営学研究科非常勤講師

現在に至る
平成18年５月 天津大学管理・経済学部客員教授　現在に

至る
平成28年11月 株式会社日本プロセスウェア・マネジメン

ト研究所設立（代表取締役）　現在に至る
（社外取締役候補者とした理由）
候補者は、ビジネスコンサルタントとして企業への指導を豊富に経験しております。その経験を活か
し、当社の経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、
社外取締役候補といたしました。

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．社外取締役候補者に関する事項

①　川合伸子及び佐々木元の両氏は、社外取締役候補者であります。
②　川合伸子氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本定時

株主総会の終結の時をもって３年となります。
③　川合伸子氏は、当社との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損

害賠償責任を限定する契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合、同氏との間の当該契
約を継続する予定であります。また、佐々木元氏の選任が承認された場合、同氏との間で当該契
約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、いずれも法令が定め
る額としております。

④　当社は、川合伸子氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定
し、各取引所に届け出ております。また、佐々木元氏の選任が承認された場合、同氏を東京証券
取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、各取引所に届け出る予定で
あります。

３．各候補者の所有する当社の株式数は、当期末（平成30年３月31日）現在の株式数を記載しておりま
す。また、当社役員持株会または社員持株会における本人持分を含めて記載しております。
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第３号議案　監査役１名選任の件
監査役坂上晋作氏は本定時株主総会の終結の時をもって辞任されますので、あらためて監査役１

名の選任をお願いするものであります。
また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。

ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（ 生 年 月 日 ）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る 当 社
の 株 式 数

くろ
畔

やなぎ
柳

よし
泰

あき
明

(昭和34年８月21日生)

新　任

昭和
平成

58
元

年
年

１
８

月
月

小島産業株式会社入社
当社入社

2,800株平成19年４月 当社ハイテック事業本部事業企画室室長
平成22年４月 当社ハイテック事業本部生産管理部部長
平成23年６月 株式会社エデックリンセイシステム取締役
平成27年４月 当社監査部部長　現在に至る

（監査役候補者とした理由）
候補者は、事業企画室室長、生産管理部部長、子会社の取締役等を歴任後、監査部部長として業務監査及び業
務効率化に取り組んでおります。候補者がその経歴を通じて培った経験と見識を活かし、当グループの実効的
な監査に十分な役割を果たすことが期待できると判断し、監査役候補といたしました。

（注）１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．候補者の所有する当社の株式数は、当期末（平成30年３月31日）現在の株式数を記載しております。
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第４号議案　補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いするも

のであります。
なお、本選任につきましては、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりそ

の選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（ 生 年 月 日 ）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る 当 社
の 株 式 数

あ
安

べ
部

まさ
正

あき
明

(昭和35年10月31日生)

補 欠 社 外 監 査 役
独 立 役 員

平成２年４月 公認会計士登録

－株

平成４年４月 公認会計士安部正明事務所設立（代表者）
平成４年11月 税理士登録

安部正明税理士事務所設立（代表者）
平成23年12月 税理士法人安部会計設立（代表者）　現在に

至る
（補欠社外監査役候補者とした理由）
候補者は、公認会計士・税理士としての専門知識・経験等を当社の監査体制の強化に活かしていただけるもの
と判断し、引き続き補欠監査役候補といたしました。

（注）１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．補欠社外監査役候補者に関する事項

①　安部正明氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
②　安部正明氏が監査役に就任した場合には、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条

第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責
任の限度額は、法令が定める額としております。

③　安部正明氏は東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立役員の要件を満たしております。

以　上
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図
会場　愛知県知立市山町茶碓山19番地

当社本店　７階大ホール

ホテルクラウン
パレス知立

知立駅前

ドライブイン
藤田屋

至名古屋

西町

155

１

宮腰

宮腰東

至豊田南インター

至
名
古
屋

知立駅北

知立駅前

知立市役所至刈谷

中町

山町

山町北

至豊田

至豊田

至岡崎
至豊橋

イズモ
葬祭知立

御林

交番交番

ホテルクラウン
パレス知立

ドライブイン
藤田屋

株主総会会場
当社本店

７階大ホール

三菱UFJ
銀行

名鉄知立駅

名
鉄
三
河
線

名鉄三河
線

名鉄名古屋本線

Ｎ

噴水
送迎バス

知立駅前

三重銀行
知立支店

知立駅
北改札口

知立駅前（北改札口）送迎バス乗り場

交　通
●電車　名鉄名古屋本線　　知立駅下車、北改札口より徒歩20分（タクシー10分）
●　車　　伊勢湾岸自動車道　豊田南インターから約3.5km

送迎バス
当日、会場への送迎バスを次のとおり運行しますので、ご希望の方はご利用ください。
送迎バス発車時刻　午前９時30分

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

地図


